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西北五税務関係団体協議会は、税知識の正しい理
解と普及、納税義務の高揚を目的として、右の団体
で構成されています。

平
成
25
年
度
鶴
田
町
福
祉
タ
ク
シ

ー
利
用
券
を
左
記
の
日
程
で
交
付
し

ま
す
。
交
付
対
象
者
で
希
望
さ
れ
る

方
は
、
役
場
窓
口
ま
で
申
請
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用

券
の
交
付
に
つ
い
て

●
ご
み
の
分
け
方
出
し
方

昨
年
度
と
同
様
の
分
別
区
分
と
な
り

ま
す
の
で
、
３
月
中
に
毎
戸
配
布
さ
れ

る
『
ご
み
の
分
け
方
出
し
方
』
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
昨
年
度
、
分
別
区

分
を
変
更
し
た
際
に
問
い
合
わ
せ
の
多

か
っ
た
内
容
や
特
に
注
意
し
て
い
た
だ

き
た
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
赤
色
で
記

載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
ご
み
の
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー

昨
年
度
と
同
様
の
収
集
日
程
と
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の

収
集
回
数
は
昨
年
の
６
月
か
ら
月
２
回

に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
３
月
中
に
毎

戸
配
布
さ
れ
る
『
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ

ー
』
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
集
団
回
収
の
助
成
金
に
つ
い
て

町
で
は
、
ご
み
の
減
量
化
を
図
る
た

め
資
源
と
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
可
能
な
古

紙
（
ダ
ン
ボ
ー
ル
・
新
聞
・
雑
誌
・
紙

パ
ッ
ク
）、
リ
タ
ー
ナ
ブ
ル
容
器
（
一

升
び
ん
・
ビ
ー
ル
び
ん
）、
ア
ル
ミ
缶

の
回
収
を
、
町
内
会
・
子
ど
も
会
の
団

体
が
集
団
回
収
を
行
っ
て
申
請
し
た
場

合
に
は
１
㎏
あ
た
り
４
円
の
助
成
金
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

平
成
25
年
４
月
か
ら
は
、
リ
サ
イ
ク

ル
率
の
向
上
と
集
団
回
収
の
推
進
を
図

る
た
め
、
１
㎏
あ
た
り
６
円
の
助
成
金

を
交
付
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
地
域
の
集
団
回
収
に
協
力
し
ま
し

ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課
　
く
ら
し
の
窓
口
班
　

（
内
線
１
５
１
）

この社会あなたの税が生きている

新
年
度
（
４
月
か
ら
）

の
ご
み
の
分
け
方
出

し
方
と
収
集
日
程

●
交
付
対
象
者

身
体
障
害
者
手
帳
「
１
級
」
ま
た
は

愛
護
手
帳
「
Ａ
」
に
該
当
す
る
方

●
交
付
場
所

町
民
生
活
課
　
福
祉
支
援
班
（
町
民

生
活
課
③
番
窓
口
）

●
交
付
期
間
お
よ
び
受
付
時
間

３
月
18
日
（
月
）
〜
22
日
（
金
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

○五所川原商工会議所
○西・つがる商工会連絡協議会
○北五地域商工会ブロック会
○東北税理士会五所川原支部

○五所川原税務署管内
青色申告会連合会
○社団法人五所川原法人会
○五所川原間税会

○五彰会
○北五小売酒販組合
○鯵ヶ沢小売酒販組合
○五所川原税務署管内
農業青色申告会連合会

西北五税務関係団体協議会
個人事業者の消費税および地方消費税の確定申告は４月１日（月）までです！

▽下の２枚が今月中に毎戸配布されます。「ごみの分け方出し方」と「収集カレンダー」（A3サイズ）
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子どもの悩みや心配事の相談を電
話で受けています。秘密は厳守され
ますので、お気軽にご利用ください。
■相談先
教育委員会（内線210・250）
■相談日時
月～金曜日　午前８時30分～午後　
４時30分（土・日曜日、祝祭日、
年末年始を除く）

教育相談電話 行政・人権相談夕 ぐ れ 窓 口
４月の夕ぐれ窓口を次のとおり町民生活

課窓口で開設します。
■開設期日　４月12日（金）、26日（金）
■開設時間　午後５時～６時
閉庁後に戸籍抄本・謄本（午後５時まで
に電話での申し込みが必要）や印鑑証明書、
住民票が必要な方、町に対する苦情や意見、
要望のある方は、どうぞお気軽においでく
ださい。

町では、町民の皆さんの行政に対する意
見や要望、また日ごろ生活する上での困り
事など、さまざまな内容の相談を受けるた
めの行政相談と人権相談を行っています。
４月の相談日は次のとおりです。
■期　　日　４月10日（水）
■相談時間　午前10時～午後３時　
■場　　所　鶴田町国際交流会館

１階102研修室

【４か月児健康診査】
・月　日　４月10日（水）
・受　付　午後１時～１時10分
・場　所　鶴遊館　　　　　
・対　象　平成24年11月生
・内　容　小児科診察・離乳食のすす

め方など

【10か月児健康診査】
・月　日　４月10日（水）
・受　付　午後１時10分～１時20分
・場　所　鶴遊館　　　　　
・対　象　平成24年5月生
・内　容　小児科診察・予防接種、虫

歯予防のお話など　

【７か月児健康相談】
・月　日　4月11日（木）
・受　付　午前９時20分～９時30分

乳 幼 児
健康診査

・場　所　鶴遊館　　　　　　
・対　象　平成24年８月生
・内　容　育児健康相談・離乳食の作　

り方実演・試食（食事用の
エプロン、おしぼり等をお
持ちください）

※バスタオル・母子手帳を忘れずに
お持ちください。また、風邪などの病
気のあるお子さんは次回の健診を受け
られますので、事前に保健師まで連絡
してください。

■問い合わせ先
健康保険課　健康長寿班（内線133）

日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年
金

保
険
料
の
納
め
忘
れ
の
方
に
対
し
て
、

電
話
・
文
書
・
戸
別
訪
問
に
よ
る
納
付

の
ご
案
内
や
免
除
等
の
申
請
の
手
続
き

の
ご
案
内
を
民
間
事
業
者
へ
委
託
し

て
い
ま
す
。

《
平
成
25
年
２
月
か
ら
》

●
ご
案
内
さ
せ
て
い
た
だ
く
民
間
事

業
者
（
弘
前
年
金
事
務
所
管
内
）

㈱
ア
イ
ヴ
ィ
ジ
ッ
ト

問
い
合
わ
せ
先

℡
０
１
２
０
―
１
８
５
―
０
５
６

（
架
電
時
番
号
表
示
お
よ
び
受
電
）

℡
０
１
２
０
―
７
５
６
―
１
３
３

（
送
付
文
書
表
示
）

℡
０
１
２
０
―
９
６
７
―
４
４
４

（
戸
別
訪
問
資
料
表
示
）

※
そ
の
他
の
地
域
を
担
当
す
る
民
間
事

業
者
に
つ
い
て
は
、
日
本
年
金
機
構
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
お
近
く
の
年
金
事

務
所
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

弘
前
年
金
事
務
所
　
国
民
年
金
課

℡
０
１
７
２
（
27
）
１
３
３
７

※
20
日
（
水
）
を
除
く

●
持
参
す
る
も
の

認
め
印
、
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た

は
愛
護
手
帳

■
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課
　
福
祉
支
援
班

（
内
線
１
６
３
）

全
国
健
康
保
険
協
会（
協
会
け
ん
ぽ
）

青
森
支
部
で
は
、
県
内
の
中
小
企
業
の

従
業
員
と
そ
の
ご
家
族
が
加
入
す
る
健

康
保
険
事
業
を
運
営
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
医
療
費
の
増
加
、
景
気
の

低
迷
に
よ
る
保
険
料
収
入
の
減
少
等
に

よ
り
、
健
康
保
険
料
率
の
引
き
上
げ
を

お
願
い
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
平
成
25

年
度
に
お
け
る
当
支
部
の
の
健
康
保
険

国
民
年
金
保
険
料
の

案
内
を
民
間
委
託
に

料
率
は
現
行
の
10
・
00
％
に
据
え
置
き

に
な
り
ま
し
た
。（
介
護
保
険
料
も

１
・
55
％
に
据
え
置
き
）

協
会
け
ん
ぽ
は
、
引
き
続
き
加
入
者

と
事
業
主
の
皆
さ
ま
の
保
険
料
負
担
軽

減
に
向
け
、国
庫
補
助
率
の
引
き
上
げ
、

高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し
な
ど
国
を

は
じ
め
関
係
方
面
に
求
め
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

全
国
健
康
保
険
協
会
　
青
森
支
部

℡
０
１
７
（
７
２
１
）
２
７
１
３

25
年
度
協
会
け
ん
ぽ
青

森
支
部
の
健
康
保
険
料

４
月
か
ら
難
病
等
の

方
々
が
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
対
象
に
　

〈
厚
生
労
働
省
〉

平
成
25
年
４
月
に
施
行
さ
れ
る
障
害

者
総
合
支
援
法
で
は
、
障
害
者
の
範
囲

に
難
病
等
の
方
々
が
加
わ
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
方
は
、
身
体
障
害
者
手

帳
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
必
要
と
認
め

ら
れ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
（
※
）

の
受
給
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

※
障
害
児
・
者
に
つ
い
て
は
、
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
、
相
談
支
援
、
補
装
具
お
よ
び
地

域
生
活
支
援
。
障
害
児
に
つ
い
て
は
、
障
害

児
通
所
支
援
。

●
対
象
者

対
象
疾
患
に
よ
る
障
害
が
あ
る
方

（
１
３
０
種
類
の
疾
患
が
対
象
に
な

り
ま
す
。
対
象
疾
患
の
ご
確
認
は
、

役
場
町
民
生
活
課
福
祉
支
援
班

℡
（
22
）
２
１
１
１
内
線
１
６
４

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

●
手
続
き

対
象
疾
患
に
罹
患
（
り
か
ん
）
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
証
明
書
（
診
断

書
ま
た
は
特
定
疾
患
医
療
受
給
者

証
）
持
参
の
上
、
役
場
窓
口
（
②
・

③
番
）
に
支
給
を
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

そ
の
後
、
障
害
程
度
区
分
の
認
定
や

支
給
認
定
等
の
手
続
き
を
経
て
、
必
　

要
と
認
め
ら
れ
た
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
　

で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課
　
福
祉
支
援
班

（
内
線
１
６
４
）


